
 

             
                    

 

○C  2015 SSBC. All rights reserved. 

 
            

成和-上海快報 は、一般情報の提供を目的としておりますので、特定の問題は専門家のアドバイスが必要となります。弊社の連絡先は以下の通りです。 

 

■ 上海事務所 上海成和ビジネスコンサルティング 上海市長寧区延安西路 1600号禾森商務中心 303 室 tel  +86-21-5237-6737  fax  +86-21-5238-2779 
 
■ 岐阜事務所 税理士法人 成和 ／ 株式会社成和ビジネスコンサルティング 岐阜県岐阜市菅生 2-3-19 tel +81-58-295-7077 fax +81-58-295-7078 
 
■ ホーチミン事務所 ベトナム成和ビジネスマネジメント No.27,Thu Khoa Huan,F.8,Q.Tan Binh,Ho Chi Minh City,Vietnam Tel:+84-8-864-0244 

成和－上海快報 
 

   
   
      

     SSBC-Shanghai Express News                            Vol. 2024‐2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
            

S
Seiwa Global   URL: http://www.seiwa-group.jp 

  
 

 
 
 

日本から中国に投資して設立された現地法人は、歴史的には中華人民共和国会社法（以下、「会

社法」とします。）のほか、いわゆる外資三法と呼ばれる外資企業に関する特別法の適用を受けて

管理されてきましたが、外資三法の廃止により 2020 年 1 月 1 日からは全面的に会社法が適用さ

れています。このような中、2023 年 12 月 29 日、会社法の改正案（第四次改正）が全人代常務

委員会で可決され、2024 年 7 月 1 日から施行されることが決まりました。今回は、会社法の第四

次改正の主要な改正内容と中国現地法人への影響について概説します。 

 

 

１．会社法の第四次改正の主要な改正内容 

以下では、会社法の第四次改正のうち、現地法人の管理に関係が深いと考えられる有限責任会

社に関連する改正内容を抜粋して列挙します。 

 

◇第四次改正の主要な改正内容（有限責任会社に関連のある内容を抜粋） 

 

項目 改正前 改正後 

「法定代表者」の肩書 会社定款に基づき「董事長」「執行董事」

もしくは「総経理」が法定代表者を担当 

会社定款に基づき「会社事務を担当する

董事」もしくは「総経理」が法定代表を

担当 

「法定代表者」の行為の効果 規定なし 法定代表者が、会社名義で行った民事行

為について、その法律効果は会社に帰属

する 

会社定款や株主会において法定代表者

の行為に制限を加えた場合であっても、

善意の第三者に対抗できない 

資本金の「払込期限」の規定 規定なし 出資者に払込が義務付けられる資本金

額については、会社定款に基づき会社成

立の日から 5 年以内に払い込まなけれ

ばならない 

現物出資できる「資産」 「有形物」「知的財産権」「土地使用権」

等の貨幣価値がありかつ法により譲渡

が認められる資産 

「有形物」「知的財産権」「土地使用権」

「出資持分（株式）」「債権」等の貨幣価

値がありかつ法により譲渡が認められ

る資産 

「董事会」不設置会社におけ

る「執行董事」の廃止 

株主数が少数、もしくは規模が小さな有

限公司の場合には、董事会を設置せず 1

名の「執行董事」を設置することができ

る 

規模が小さい、もしくは株主数が少数の

有限公司の場合には、董事会を設置せず

1 名の「董事」を設置して、「董事会」

の権限を付与することができる 
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「監事会」不設置会社の創設 規定なし 会社定款の規定により、董事を構成員と

する「監査委員会」を設置し、「監事会」

の権限を付与することにより「監事会」

不設置会社とすることができる 

「監事会」設置の例外規定 株主数が少数、もしくは規模が小さな有

限公司の場合には、「監事会」を設置せ

ず 1 名もしくは 2 名の「監事」を設置す

ることができる。 

規模が小さい、もしくは株主数が少数の

有限公司の場合には、「監事会」を設置

せず 1 名の「監事」を設置することがで

きる 

また、全出資者の同意に基づき、「監事」

を設置しないこともできる 

「簡易減資制度」の創設 規定なし 未処分利益及び利益剰余金による補填

後の会社の累積損失額について、簡易手

続きによる減資手続が可能 

（※ただし、事後の配当等に制限あり） 

「簡易清算制度」の創設 規定なし 会社の存続期間中に債務が発生してい

ない、もしくはすべての債務を返済して

いる場合には、全出資者の同意の下簡易

手続きによる清算手続が可能 

 

２．会社法の第四次改正の中国現地法人への影響について 

会社法の第四次改正では、これまで明確な規定はなかった法定代表者の行為の効果が規定され

たほか、これまで通達により運用されていた「簡易清算制度」が会社法に規定されました。また、

これまでも親子ローン（外債）を資本に組み入れることについては、外貨管理上も認められてい

ましたが、会社法の規定上でも債権を現物出資できることが明確にされました。このほか、これ

までは設置が義務付けられていた「監事会」または「監事」を不設置とすることが認められるな

ど、第四次改正では、会社管理に関わる規定の法律による明文化や、実態に即した会社管理を可

能とする方向での修正が行われたものと言えます。 

一方、資本金の払込期限については、既に廃止された外資三法の中では期限が設けられていま

したが、会社法ではこれを規制する規定がありませんでした。そのため、一部では、実際に払込

の意思はないにもかかわらず必要以上に大きな登録資本金を設定し、払込期限を会社清算前まで

と設定する、というようなケースも見受けられました。今回の改正により、払込期限が設立から

5 年以内に限定されたことにより、設立時に設定された登録資本金については 5 年以内に払込が

実施されるようになることから、登録資本金と払込資本金との間に乖離が生じる前出のようなケ

ースはなくなってゆくものと考えられます。なお、第四次改正が施行される 2024年 7月 1日以前

に定款で規定された 5 年以上の払込期限については、別途法令で取り扱いを規定するものとされ

ており、前出のケースのように会社清算まで登録資本金が払い込まれない状況は是正措置を求め

られることになるものと考えられます。 
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